
 

 

指定予防居宅介護支援事業所 

 

 

 

運 営 規 程 

 
 

 

 

 

 

 

高齢者あんしんセンター神田 

 

社会福祉法人 多 摩 同 胞 会 

 

 

 













 
 
 
                        高齢者あんしんセンター神田 

社会福祉法人多摩同胞会 
12 

 

運営規程【別紙 1】委託関連書類一覧 
                               2024 年度版 
 
 
 
              委託契約書類一覧 

 書類名      詳  細   備   考 
介護予防支援業務

の流れ等について 
 委託事業所に対し、介護予防支

援及び介護予防ケアマネジメン

ト業務の内容、提出書類等の確認

事項として、委託契約時申合せ

る。 

 
 

指定介護予防支援

業務及び介護予防

ケアマネジメント

委託契約書 

 委託内容等の確認  

代理受領委任状  居宅介護支援サービス費の介

護予防サービス計画及び介護予

防ケアマネジメント計画の委託

費に関する権限に対する委任 
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運営規定【別紙2】 高齢者あんしんセンター神田
2024年4月1日現在

1.　介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント費については、利用者負担は生じません。

2．介護予防支援・介護予防ケアマネジメント基本サービスおよび加算サービス
　※地域区分単価：1級地（1単位＝11.40）

（１）基本サービス （２）加算サービス
　介護予防支援費 初回加算
　介護予防ケアマネジメント費 委託連携加算

3．介護予防支援・介護予防ケアマネジメント費

【表】介護予防支援・介護予防ケアマネジメント費および加算サービス一覧

（1）新規に介護予防サービス計画及び介護予防ケアマネジメント計画を作成する場合

（2）要介護者が要支援認定を受けた場合に介護予防サービス計画を作成する場合

（4）2ヶ月間サービス利用がなく、サービスが再開されるにあたり介護予防サービス計画

及び介護予防ケアマネジメント計画を新たに作成する場合

※初回計画作成時、1ヶ月につき1回のみの算定

※当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として算定

※介護保険給付は、端数処理のために若干の誤差が生じます。
※この別紙は、重要事項説明時においても、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント費説明用として説明します。
　なお、介護保険法による改正時は差替えを行います。
※委託先の居宅介護支援事業所も、同様の介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント費となります。

　チェックリストにより判断された事業対象者

332単位

442単位
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委託連携加算 300単位

300単位初回加算

（3）要介護者が要支援認定を受け、あるいは事業対象者として介護予防ケアマネジメント

計画を作成する場合

指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務を指定居宅介護支援事業所に委託
する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、介護
予防サービス計画書の作成等に協力した場合

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント費

【加算サービス】

単位数

442単位【基本サービス】
介護予防支援費

詳　細

　要支援　1、2

　要支援　1、2　の原則型サービス 442単位

【基本サービス】
介護予防ケアマネジメント費

※1ヶ月につき算定 　※令和3年9月30日までの間は、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

※1ヶ月につき算定 　※令和3年9月30日までの間は、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

　要支援　1、2　の簡略型サービス
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